
                     

  

我孫子市税条例の一部改正の主な内容 

   

 改正概要 

  令和３年度地方税制改正により、地方税法等の一部を改正する法律が４月１日から施行されます。それに伴い、我孫子市税条例の一部

条項について３月３１日までに改正する必要があるため、専決処分により我孫子市税条例の一部を改正する条例を制定するものです。 

 なお、この専決処分については、令和３年第２回市議会定例会において報告し承認を求めることになります。 

番号 条番号 該当項目・改正内容 施行期日 

１ 第３６条の３の２ 

個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告書 

 給与所得者の扶養親族申告書の電子提出に係る税務署長の承認の廃止 

給与等、退職手当等又は公的年金等（以下「給与等」という。）の支払いを受ける者が、給与等の支払いをす 

  る者に対し、源泉徴収関係書類の書面による提出に代えて、当該書類に記載すべき事項の電磁的方法による提供 

 を行う場合の要件である給与等の支払いをする者が受けるべき税務署長の承認を不要とする措置。 

   措置対象 

  ①給与所得者の扶養親族申告書（第３６条の３の２） 

  ②公的年金等受給者の扶養親族申告書（第３６条の３の３） 

  ③退職所得申告書（第５３条の９） 

令和３年４月１日 

２ 第３６条の３の３ 

個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書 

 公的年金等受給者の扶養親族申告書の電子提出に係る税務署長の承認の廃止 

   番号１参照 

令和３年４月１日 

 

３ 第５３条の８ 

特別徴収税額 

  退職所得申告書の定義に係る規定の整備 

退職所得課税における２分の１課税は、退職所得が長期にわたる勤務の結果生ずるものであり勤務の対価の

一部が蓄積して一挙に支払われるものであることに配慮された税負担の平準化措置であることから、法人役員

等以外についても勤続年数５年以下の短期の退職金については、２分の１課税の平準化措置の適用から除外す

るようにした改定です。 

ただし、雇用の流動化等に配慮し、退職所得控除額を除いた支払額３００万円までは、引き続き２分の１課税 

の平準化措置が適用されます。 

令和３年４月１日 



  

・勤続年数５年以下の法人役員等の退職金については、２分の１課税を適用しない（Ｈ２４年度税制改正） 

 支払額 （万円） 

     

    0      1             2            3            4            5 

                                                                     （ 勤 続 年 数 ）   

勤続年数２０年以下の場合の退職所得控除額 ４０万円×勤続年数 

        （ただし８０万未満の場合は一律退職所得控除額は８０万円） 

      

    ※支払額４８０万円で勤続年数４年の場合 

     退職控除額    ４０万円×４年（勤続年数）＝１６０万円 

              １６０万円＋３００万円＝４６０万円 →２分の１適用 

              ４８０万円－４６０万円＝２０万円  →２分の１適用外 

４ 第５３条の９ 

退職所得申告書 

 退職所得申告書の電子提出に係る税務署長の承認の廃止 

   番号１参照 

令和３年４月 1日 

５ 第８１条の４ 
環境性能割の税率 

軽自動車税の環境性能割の税率を１％軽減する臨時的軽減措置について、適用期限を令和３年３月３１日か 令和３年４月１日 
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ら９か月延長し令和３年１２月３１日までに取得したものを対象とする。この措置による減収については、全

額国費で補填されます。 

６ 附則第７条の２ 

法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合 

 地方税法附則第１５条の改正において、項の一部が削除・新設されたため、引用項番号を改正する。 

    削除 附則第１５条第８項（雨水貯留浸透施設に対する課税標準の特例措置） 

新設 附則第１５条第４６項(浸水被害対策のために整備される雨水貯留浸透施設に係る課税標準の特例措 

              置） 

          特定都市河川浸水水害対策法又は下水道法の改正による削除及び新設 

     特定都市河川浸水被害対策法及び下水道法の改正を前提に、特定都市河川浸水被害対策法又は下 

    下水道法の規定により認定を受けた雨水貯留浸透施設設備計画（仮称）に基づき、浸水の防止を図 

    るために取得する一定の償却資産に係る固定資産税について、課税標準を価格に次の割合を乗じて 

    得た額とする特例措置が令和６年３月３１日まで講じられます。 

        

     大臣配分資産又は知事配分資産特例率 １/３ 

     その他の資産特例率         １/３を参酌して１/６以上１/２以下の範囲内において 

                        市町村の条例で定める割合  我孫子市は１/３ 

  

      ・雨水貯留浸透 

       雨水を貯留させたり、地中に浸透させたりすること。またはそれらを実現するための技術。 

       タンク等に貯めた雨水を防火用水等に有効利用することは水資源の節約につながります。ま 

       た都市部では舗装化が進んでいるため、雨水の地中への浸透が阻害され、洪水や地下水低下 

       の原因になっています。雨水貯留浸透施設によって、地下に浸透せずに河川や下水道へと流 

       出する雨水を効率よく浸透させることは、災害防止にもなります。 

 

    削除  附則第１５条第４１項（生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置） 

         生産性向上特別措置法の廃止に伴い削除。なお一部の条文は中小企業等経営強化法に移行し引き 

             続き附則第６４条にて規定され適用期限が２年延長される。我孫子市の特例率は０で変わらず。 

        特例措置の要件 

        ・認定先端設備等導入計画に基づき中小企業が実施する設備投資 

特定都市河川浸水

被害対策法等の一

部を改正する法律

の施行日 

 

 

 

 

 

 

産業競争力強化法

等の一部を改正す

る法律の施行日 



  

          中小企業は商工会等と連携し、先端設備等導入計画を策定 

          企業の先端設備等導入計画が導入促進基本計画に合致するかを市が認定 

        ・真に生産性革命を実現するために設備投資 

          導入により、労働生産性が年平均３％以上向上する設備投資 

        ・企業の収益向上に直接つながる設備投資 

          生産、販売活動等の用に直接供される新たな設備への投資 

        改正法案  

 ～令和３年３月３１日 令和３年４月１日～ 

機械装置等 附則第１５条第４１項 附則第６４条 

事業用家屋、構築物 附則第６４条 附則第６４条 

 

               対象資産 

機械及び装置、器具及び備

品、工具、建物附属設備 

旧モデル比で生産性（単位時間当たりの生

産量、精度、エネルギー効率等）が年平均

１％以上向上する一定のもの。 

平成３０年４月１日

以降の取得 

事業用家屋 取得価格の合計額が３００万円以上の先

端設備等とともに導入されたもの。 

令和２年４月３０日

以降の取得 

構築物  旧モデル比で生産性が年平均１％以上向

上する一定のもの。                                                                                                                                             

令和２年４月３０日

以降の取得 

 

 

          

        

                           

７ 附則第８条 

土地に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定資産税の特例に関する用語の意義 

令和３年度は固定資産の評価替えの年になり、地価下落地域における土地の評価額の修正や、家屋の再建築費 

  評点基準表の改正等の措置があります。 

         ※現行の負担調整措置及び以下の特例措置の適用期限が３年間延長されます。 

       税負担急増土地に係る条例減額制度 

 改正前 改正後 

適用期限 平成 30年 4月 1日～令和 3年 3月 31日 令和 3年 4月 1日～令和 6年 3月 31日 

     

  

  

      

 

令和３年４月１日 



  

※令和３年度限りの措置 

       地価が上昇 →令和３年度の課税標準額を令和２年度の課税標準額と同額とする。 

       地価が下落 →令和３年度の課税標準額を適用する。 

       適用対象   全ての土地（商業地等・住宅用地・農地等） 

８ 附則第８条の２ 

令和４年度又は令和５年度における土地の価格の特例 

固定資産の評価替え時に、コロナウイルス感染症による社会経済活動や国民生活全体を取り巻く状況が大き

く変化したことを踏まえ、価格上昇分を据置く措置 

令和３年４月１日 

 ９ 附則第９条 
宅地等に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度の固定資産税の特例 

３年毎に行う評価替えに伴い適用期限等を延長する措置 
令和３年４月１日 

１０ 附則第９条の３ 

用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定資産税

の特例 

  ３年毎に行う評価替えに伴い適用期限等を延長する措置 

令和３年４月１日 

１１ 附則第１０条 
農地に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度の固定資産税の特例 

    ３年毎に行う評価替えに伴い適用期限等を延長する措置 
令和３年４月１日 

１２ 附則第１０条の２ 

市街化区域農地に対して課する平成６年度以降の各年度分の固定資産税の特例 

固定資産の評価替え時に、コロナウイルス感染症による社会経済活動や国民生活全体を取り巻く状況が大き

く変化したことを踏まえ、価格上昇分を据置く措置  

令和３年４月１日 

１３ 附則第１０条の３ 
市街化区域農地に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度の固定資産税の特例 

  ３年毎に行う評価替えに伴い適用期限等を延長する措置 
令和３年４月１日 

１４ 附則第１１条 

免税点の適用に関する特例 

固定資産の評価替え時に、コロナウイルス感染症による社会経済活動や国民生活全体を取り巻く状況が大き

く変化したことを踏まえ、価格上昇分を据置く措置 

令和３年４月１日 

１５ 附則第１２条 

特別土地保有税の課税の特例 

固定資産の評価替え時に、コロナウイルス感染症による社会経済活動や国民生活全体を取り巻く状況が大き

く変化したことを踏まえ、価格上昇分を据置く措置 

令和３年４月１日 

１６ 附則第１２条の３ 

軽自動車税の環境性能割の非課税 

軽自動車税の環境性能割の税率を非課税にする臨時的軽減について適用期限を令和３年３月３１日から９か 令和３年４月１日 



  

 月延長し、令和３年１２月３１日までに取得したものを対象とします。この措置による減収については、全額

国費で補填されます。 

１７ 
附則第１２条の３

の２ 

軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例 

軽自動車税の環境性能割については、燃費性能に応じた税率区分を設定し、その区分を２年毎に見直すことに 

  なっています。令和２年度末が見直し時期にあたりそのための改正措置です。 

    ・目標年度が到来した令和２年度(２０２０年度）燃費基準の達成状況を考慮しながら、令和１２年度（２０ 

   ３０年度）燃費基準の下で税率区分を見直す。なお軽減対象車の割合は現行水準（約７割）が維持されます。 

   またクリーンディーゼル車については構造要件による非課税の対象から除外されますが、２年間（令和３年 

   ４月～令和５年３月）の激変緩和措置が講じられます。 

     

  現行（令和元、２年度）            改正後（令和３、４年度） 

 軽自動車 

電気自動車 

燃料電池自動車 

天然ガス自動車 

プラグインハイブリッド車 

クリーンディーゼル車 

非課税 

ガソリン車 

ハイブリッド車 

LPG 車 

 

 

２０２０年度基準  

＋２０％達成 

２０２０年度基準 

＋１０％達成 

２０２０年度基準達

成 

１％ 

上記以外 ２％ 

 軽自動車 

電気自動車 

燃料電池自動車 

天然ガス自動車 

プラグインハイブリッド車 

 

非課税 

ガソリン車 

ハイブリッド車 

LPG 車 

クリーンディー

ゼル車 

 

２０３０年度基準

８５％達成 

２０３０年度基準

７５％達成 

２０３０年度基準

６０％達成 

１％ 

上記以外又は２０２０年度基準未達

成車 

２％ 

 

    

令和３年４月１日 



  

  

クリーンディーゼル車の経過措置 

 令和３年４月から令和 4 年 3 月ま

で 

令和４年４月から令和５年 3 月まで 

2030 年度基準６０％以上達成車 非課税 非課税 

上記以外又は２０２０年度基準未達成車 非課税 3％ 

 

   ※クリーンディーゼル車 

 これまでのディーゼル自動車より排出ガスに含まれている窒素酸化物（NOｘ）など を一層低減したディー 

   ゼル自動車のことです。 

１８ 附則第１３条 
軽自動車税の種別割の税率の特例 

   附則第１３条の２改正に伴う条文の整理 
令和３年４月１日 

１９ 附則第１３条の２ 

軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例 

種別割の税率を定めている第８２条の規定の適用について、初回車両番号指定を令和３年４月１日から令和

４年３月３１日（令和４年度分）まで及び令和４年４月１日から令和５年３月３１日（令和５年度分）まで受け 

 たものに対して現行の税率と変わらず適用する。 

令和３年４月１日 

２０ 附則第１８条 

東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等 

東日本大震災の復旧に関する取組を引き続き推進する必要があることから、東日本大震災により滅失・損壊し 

 た居住用家屋の敷地について家屋を取り壊した場合においても、市が住宅用地として使用することができない

と認める場合は、引き続き住宅用地として軽減できる措置が令和８年度まで延長されます。 

     現行 平成２４年度から令和３年度までの各年度分の固定資産税 ⇒改正後 平成２４年度から令和８年 

      度までの各年度の固定資産税 

  軽減措置 固定資産税の課税標準を１/３（２００㎡以下の場合は１/６） 

       都市計画税の課税標準を１/３（２００㎡以下の場合は２/３） 

令和３年４月１日 

２１ 附則第２２条 

新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例 

住宅借入金等特別控除期間１３年の特例の適用期限が延長される。一定の期間（※）に契約した場合、令和４ 

  年末までの入居者を対象者とする。(現行→令和２年末までの入居者が対象。新型コロナウイルス感染症の影 

  響により入居が遅れた場合は令和３年末まで。) 

令和３年４月１日 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （※）新築         ⇒令和２年１０月１日から令和３年９月３０日まで 

      建売・中古・増改築等 ⇒令和２年１２月１日から令和３年１１月３０日まで 

 

 


